
■
減
免
申
請
が
必
要
の
な
い
方

　

昨
年
度
ま
で
に
減
免
を
受
け
た
方

※
車
両
異
動
は
再
申
請
が
必
要
で
す
。

※
減
免
対
象
は
障
害
者
の
方
、
１
人

　

に
つ
き
１
台
で
普
通
自
動
車
等
と

　

の
重
複
減
免
は
で
き
ま
せ
ん
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
税
務
課

　

市
民
税
係
☎
内
線
１
３
０
・
１
３
１

20
歳
に
な
っ
た
方
へ
　

【
国
民
年
金
制
度
を

動
画
で
ご
案
内
】

　

日
本
に
お
住
ま
い
の
20
歳
以
上
60

歳
未
満
の
方
は
、
国
民
年
金
の
被
保

険
者(

加
入
者)

と
な
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
制
度
の
内
容
や
メ
リ
ッ

ト
、
保
険
料
の
納
付
方
法
や
免
除
の

手
続
き
等
に
つ
い
て
日
本
年
金
機
構

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
わ
か
り
や
す

く
動
画
で
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課
市
民
係
☎
内
線
１
６
３

　

経済センサス活動調査を
実施します！

■調査方法

　5 月より調査員が訪問し、調査票の回答依頼、配布

を行います。

　一部の事業所（支所がある純粋持株会社および資本

金１億円以上など）については国から調査票を郵送し

ます。

■回答方法

　インターネットか紙の調査票を選択して、回答をお

願いします。

※この調査は【統計法】に基づき実施される基幹統計

　調査で報告義務があります。回答していただいた内

　容は統計作成の目的以外には絶対に使用しません。

　　◎問い合わせ先：総務課情報統計係　☎ 32-1045

■調査期日

　令和３年６月１日

■調査対象

　全国すべての事業所・企業

■調査事項

　事業所名称、所在地、経営組織、従業者数、事業内容、

経理項目など。

■調査目的

　全産業分野における事業所及び企業の経済活動の状

態を全国的および地域別に明らかにし、事業所および

企業を対象とする各種統計調査の母集団情報を得るこ

とを目的として実施するものです。
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▲詳しくは　　　
　キャンペーン
　サイトヘ

交
通
災
害
共
済
加
入

申
込
始
ま
り
ま
す
！

■
申
込
開
始　

５
月
６
日
（
木
）

※
申
込
書
は
５
月
初
旬
に
振
興
会
を

　

通
じ
て
配
布
予
定
で
す
。

■
加
入
資
格

　

垂
水
市
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る

方
（
外
国
人
を
含
む
）

■
共
済
期
間
　
令
和
３
年
６
月
１
日

　

～
令
和
４
年
５
月
31
日

■
共
済
会
費　

①
大
人
：
４
０
０
円

②
小
人
（
中
学
生
以
下
）：
２
０
０
円

■
加
入
方
法
　
申
込
書
に
掛
け
金
を

添
え
て
振
興
会
よ
り
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。
直
接
申
込
も
可
能
で
す
。

■
対
象
交
通
事
故

　

自
動
車
・
単
車
・
自
転
車
等
に
よ

る
国
内
で
の
交
通
事
故

■
共
済
見
舞
金

①
死
亡
見
舞
金
：
１
０
０
万
円

②
傷
病
見
舞
金
：
基
本
額
１
万
円

　

入
院
：
１
日
に
つ
き
６
０
０
円

　

通
院
：
１
日
に
つ
き
５
０
０
円

※
７
日
以
上
の
治
療
を
受
け
た
場
合

　

で
、
１
８
０
日
が
限
度

■
共
済
見
舞
金
の
請
求
期
間

　

交
通
事
故
日
か
ら
１
年
以
内

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課
相
談
係
☎
32

－

１
２
９
５

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

納
付
期
限
と
減
免
手
続

■
納
期
限　

５
月
31
日
（
月
）

※
納
税
通
知
書
：
５
月
上
旬
発
送

■
納
税
証
明
書
の
有
効
期
限

①
納
付
書
払
い

　
令
和
４
年
５
月
30
日
ま
で

②
口
座
振
替

　
令
和
４
年
６
月
15
日
ま
で

■
減
免
手
続　

障
害
者
の
方
が
所
有

者
・
使
用
者
で
あ
る
軽
自
動
車
は
減

免
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
必
要
書
類

①
本
人
運
転
　
納
税
通
知
書
、
車
検

　

証
写
し
、
免
許
証
、
各
種
手
帳
、　

　

印
鑑
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等

②
生
計
同
一
者
運
転

　

納
税
通
知
書
、
車
検
証
写
し
、
運

　

転
者
の
免
許
証
、
生
計
同
一
・
常

　

時
介
護
証
明
書
、
印
鑑
、
障
害
者

　

の
方
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等

※
代
理
人
申
請
の
場
合
は
、
委
任
状
、

　

障
害
者
の
方
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

　

ー
ド
、
代
理
人
の
身
分
証
明
書
が

　

必
要
で
す
。

■
申
請
先　

税
務
課
市
民
税
係

■
申
請
期
限　

５
月
31
日
（
月
）

※
手
続
き
に
数
日
か
か
る
場
合
が
あ
り

　

ま
す
。お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険

　
（
財
）
ス
ポ
ー
ツ
安
全
協
会
で
は
、

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・

地
域
・
指
導
活
動
等
を
行
う
団
体
の

活
動
中
や
移
動
中
に
対
す
る
保
険
を

行
っ
て
い
ま
す
。
活
動
充
実
の
た
め

に
活
用
さ
れ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

■
被
保
険
者

　

４
人
以
上
の
ア
マ
チ
ュ
ア
の
社
会

教
育
関
係
団
体
の
各
個
人

■
対
象
事
故

①
団
体
で
の
活
動
中

　

被
保
険
者
の
所
属
す
る
団
体
の
管

　

理
下
に
お
け
る
活
動
中
の
事
故

②
移
動
中
の
事
故

　

所
属
す
る
団
体
が
指
定
す
る
集
合
・

　

解
散
場
所
と
被
保
険
者
の
住
所
と

　

の
通
常
の
経
路
往
復
中
の
事
故

※
学
校
管
理
下
の
活
動
中
は
対
象
外

■
保
険
期
間　

振
込
日
翌
日
～

　

令
和
４
年
３
月
31
日
（
木
）

■
加
入
方
法　

　

市
体
育
館
、
文
化
会
館
、
鹿
児
島

銀
行
に
あ
る
加
入
依
頼
書
に
必
要
事

項
を
記
入
の
う
え
、
掛
金
を
お
支
払

い
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
社
会
教
育
課

　

文
化
ス
ポ
ー
ツ
係
☎
32

－

７
５
５
１

　

▼ 動画はこちらから
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■重点目標

１ 男女共同参画社会の形成に向けた教育・学習の推進

２ 政策・方針決定過程への男女共同参画の推進

３ すべての人が能力を発揮できる就業環境の整備の促進

４ 生涯を通じた健康支援

５ 人権を侵害するあらゆる暴力の根絶

６ すべての人が安心して暮らせる環境の整備

７ 地域コミュニティにおける男女共同参画の推進

■男女共同参画社会とは

　「すべての人が、性別にかかわりなく、その個性と能
力を十分に発揮できる社会」のことです。
■基本理念

１ 男女の人権の尊重

２ 社会における制度又は慣行についての配慮

３ 政策等の立案及び決定への共同参画

４ 家庭生活における活動と他の活動の両立

５ 国際的協調

■基本目標

 一人ひとりの人権が尊重され
◉ 多様な生き方が選択でき、個性や能力が発揮できる
　 社会づくり
◉ 誰もが安心して暮らすことができる社会づくり

垂水市における男女共同参画社会の実現を目指し、
「第２次垂水市男女共同参画基本計画（10 か年計画）」を策定しました。

◎問い合わせ先：企画政策課地域振興係　☎内線 246

公式ＨＰで、計画の詳細を紹介して
います。計画の内容を知り、みんな
で男女共同参画社会の実現を目指し
ましょう。

第２次垂水市男女共同参画基本計画

▲ HP はこちら
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